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衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
皇
位
継
承
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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穂
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に
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す
る
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に
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す
る
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弁
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一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

安
定
的
な
皇
位
の
継
承
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
基
本
に
関
わ
る
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
男
系
継
承
が
古
来

例
外
な
く
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
重
み
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
慎
重
か
つ
丁
寧
に
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
女
性
皇
族
の
婚
姻
等
に
よ
る
皇
族
数
の
減
少
等
に
つ
い
て
は
、
皇
族
方
の
御
年
齢
か
ら
し
て
も
先
延
ば
し
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
課
題
へ
の
対
応
等
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
考
え
方
や
意
見
が

あ
り
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
た
め
に
は
、
十
分
な
分
析
、
検
討
と
慎
重
な
手
続
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
ま
ず
は
、
天
皇
陛
下
の
御
即
位
に
伴
う
一
連
の
重
要
な
皇
室
行
事
等
が
つ
つ
が
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
全

力
を
尽
く
し
、
そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
附
帯
決
議
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 


